
高齢者と福祉対策及び
高齢者虐待防止対策について

２０２５年５月９日（金）
愛知県福祉局高齢福祉課

生きがい・福祉医療グループ
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・ 「高齢者」「高齢化」とは？

・ のびていく平均寿命・健康寿命

・ 高齢者の定義を見直す？

・ 高齢者の学習活動・社会活動への参加

・ 県が行う高齢者生きがいづくり事業

・ 高齢者虐待防止対策

主な内容
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高齢者って何歳から？

○国連では６０歳以上、国連の世界保健機関 (WHO) の定義では６５歳

以上を高齢者としている。

○「高齢者の医療の確保に関する法律」における規定及びそれに付随する

各種法令では、６５～７４歳までを前期高齢者、７５歳以上を後期高齢

者と規定

○「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（略称：高年齢者雇用安定法）」

における「高年齢者」とは、５５歳以上の者と規定

○各種公的機関が行う人口調査では６５歳以上を「高齢者」と区分

「高齢者」の年齢
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○老人福祉法第２条
老人は、多年にわたり社会の進展に寄与してきた者として、かつ、豊富な知識と

経験を有する者として敬愛されるとともに、生きがいを持てる健全で安らかな生活を
保障されるものとする。

○老人福祉法第３条
１ 老人は、老齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して、常に心身の健康を保持し、
又は、その知識と経験を活用して、社会的活動に参加するように努めるものとする。

２ 老人は、その希望と能力とに応じ、適当な仕事に従事する機会その他社会的活動
に参加する機会を与えられるものとする。

老人福祉法における「老人」
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○国連の世界保健機構（ＷＨＯ）の分類

報告書の中で、全人口に対する65歳以上の人口

（高齢化率）で次のように分類された。

・高齢化社会 ＝高齢化率が ７％を超えた社会

・高齢社会 ＝ 〃 １４％ 〃

・超高齢社会 ＝ 〃 ２１％ 〃

高齢社会とは・・・
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高齢者人口と高齢化率

総 人 口 65歳以上人口 高齢者の比率

愛知県 7,465,250人 1,928,192人 25.8％

全 国 123,784,000人 36,243,000人 29.2％

資料：愛知県数値は2024年10月1日「あいちの人口」
全国数値は「人口推計」（2024.11.1現在総務省統計局）
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7
令和６年版「厚生労働白書」抜粋

日本の人口ピラミッドの変化

〇団塊の世代が全て75歳となる2025年には、75歳以上が全人口の17％となる。
〇2070年には、人口は8,700万人まで減少するが、一方で、65歳以上は全人口の約39％となる。
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内閣府「令和６年版高齢社会白書」抜粋



○平均寿命とは・・・

⇒生まれたばかりの０歳児が何年生きられるか

平均寿命
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内閣府「令和６年版高齢社会白書」抜粋



平均寿命の推移

10 厚生労働省「令和５年簡易生命表」抜粋



平均寿命の推移

11厚生労働省「令和５年簡易生命表」抜粋



○都道府県別平均寿命（2020年）

 厚生労働省「令和２年都道府県別生命表の概況」抜粋

県別の平均寿命

順 位 男 性 女 性

１ 滋賀県 82.73歳 岡山県 88.29歳

２ 長野県 82.68歳 滋賀県 88.26歳

３ 奈良県 82.40歳 京都府 88.25歳

４ 京都府 82.24歳 長野県 88.23歳

５ 神奈川県 82.04歳 熊本県 88.22歳

愛知県 81.77歳
（13位）

愛知県 87.52歳
（27位）
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○健康寿命とは・・・

⇒「健康上の問題で日常生活に制限のない期間の平均」

健康寿命
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内閣府「令和６年版高齢社会白書」抜粋



○支援（医療、介護、生活支援）を必要とする期間

（2020年）
平均寿命：簡易生命表

健康寿命：国民生活基礎調査

平均寿命と健康寿命の差
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第一線から引退

支援される・支援を受ける側

生涯現役

支援する・提供する側へ

高齢者は、
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○２０１７年１月「高齢者の定義に関する日本老年学

会・日本老年医学会合同ワーキンググループ」は、

運動機能、認知機能、病気の発症率や死亡率、国民

の年齢に関する意識等観点から検討した結果、

「高齢者の定義を７５歳以上とする」ことを提言。

○これに対して厚生労働大臣は「社会保障制度における

年齢の定義を見直すことに関しては、企業の雇用環境

や国民の意識の状況を踏まえた上で慎重に議論しなけ

ればならない」と表明

⇒評価は様々

高齢者の定義を見直す？
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高齢者の学習活動への参加状況
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内閣府「令和６年版高齢社会白書」抜粋
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高齢者の社会活動への参加と生きがい



◎生きがいづくり

○あいちシルバーカレッジの開催

・定員：630人（令和７年度の平均年齢71.5歳）

・会場：名古屋、豊橋、岡崎、一宮、東海

○全国健康福祉祭（ねんりんピック）

への選手派遣

○老人クラブ・市町村老人

クラブ連合会への助成

県が行う高齢者の生きがいづくり事業①
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◎老人週間行事
○敬老祝い品の贈呈

・数え100歳の高齢者に敬老祝い品を

贈呈する。

○高齢者居宅訪問

・数え100歳の方のお宅へ知事・副知事が

訪問する。

〔参考〕 100歳以上の高齢者数（単位：人）

県が行う高齢者の生きがいづくり事業②

区分 1990年
（平成2年）

2000年
（平成12年）

2010年
（平成22年）

2020年
（令和２年）

2024年
（令和６年）

全国 3,298 13,036 44,449 80,450 95,119

愛知県 122 409 1,561 3,156 3,649

＊厚生労働省 報道発表資料
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普及啓発事業
○老人クラブでの画期的な取組事例を紹介する

「老人クラブ活動事例 集」掲載

愛知県内の老人クラブで取り組まれている画期的な取組事例を、職員
による取材のもと事例集を作成

老人クラブ活動事例集リンク（県高齢福祉課HP内）

https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/473251.pdf

○地域で活躍する高齢者を紹介する動画

「人生100年あいちお達者名鑑」掲載

元気に社会活動に参加されるシニアの皆さんを県民リポーターが取材
し、その様子を写真や動画で紹介

老人クラブ活動事例集リンク（県高齢福祉課HP内）

https://www.pref.aichi.jp/korei/aichi-otasshameikan/index.html



・生きがい対策の推進

・介護保険サービスの充実

・高齢者の権利擁護の推進

・高齢者の生活環境の整備

・その他の高齢者福祉施策

愛知県の高齢福祉施策
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高齢者虐待防止対策
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高齢者虐待防止法について

➢ 法律の正式名称

「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に
関する法律」

➢ 法律の成立と施行

２００５（平成１７）年11月成立

２００６（平成１８）年４月施行

➢ 法律の目的

①「高齢者の尊厳の保持」を大きな理念

②「尊厳の保持」を妨げる高齢者虐待防止が極めて重要

③そのために必要な措置を定める

⇒高齢者の権利利益を守る！
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➢法律の特徴

①高齢者虐待を初めて定義

②高齢者虐待の早期発見・早期対応を主眼

③家庭内の虐待に止まらず、施設や在宅サービス事業の
従事者等による虐待も対象としている

④高齢者を養護する者の支援も施策の柱の一つ

⑤財産被害の防止も施策の一つに取り上げている

⑥住民に身近な市町村を虐待防止行政の主たる担い手と
して位置づけている

⑦法施行後に検証を重ねることが予定されている

高齢者虐待防止法について
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高齢者虐待防止法について

26



「養護者による高齢者虐待」の定義と種類

27



養護者による高齢者虐待類型（例）
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「養介護施設従事者による高齢者虐待」の
定義と種類
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養介護施設従事者等による高齢者虐待類型（例）
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養介護施設従事者等による高齢者虐待類型（例）



高齢者虐待防止ネットワーク構築の例
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養護者、養介護施設従事者等による高齢者虐待のスキーム



高齢者虐待防止ネットワーク構築の例

「市町村・都道府県における高齢者虐待への対応と養護者支援について」（厚生労働省）P３３
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000200478.html
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高齢者虐待防止ネットワーク
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令和５年度「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に
関する法律」に基づく対応状況等に関する調査結果（全国）
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令和５年度「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に
関する法律」に基づく対応状況等に関する調査結果（全国）
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令和５年度「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に
関する法律」に基づく対応状況等に関する調査結果（全国）
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令和５年度「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に
関する法律」に基づく対応状況等に関する調査結果（愛知県）



【主なポイント】

 ■養介護施設従事者等（※）による虐待

 ※介護老人福祉施設、居宅サービス事業等の業務に従事する者

 ○相談・通報件数は、211件（対前年度比 66 件増）。

 虐待判断件数は、49 件（対前年度比 11 件増）。

 ○虐待のあった施設・事業所の種別は、特別養護老人ホーム（26.5％）が最も多く、

 住宅型有料老人ホーム（18.4％）、認知症対応型共同生活介護(16.3％)の順。

 ○虐待の種別は、経済的虐待（ 84.6 ％）が最も多く、介護等放棄（ 18.8 ％）、

 身体的虐待（ 9.1 ％）、心理的虐待（ 7.2 ％）、性的虐待（ 2.8 ％）の順。

 ○虐待者の72.6 ％が介護職
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令和５年度「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に
関する法律」に基づく対応状況等に関する調査結果（愛知県）
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令和５年度「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に
関する法律」に基づく対応状況等に関する調査結果（愛知県）



【主なポイント】

 ■養護者（※）による虐待

 ※高齢者の世話をしている家族、親族、同居人等

 ○相談・通報件数は、 2,210  件（対前年度比 31 件減）。

 虐待判断件数は、 1,037  件（対前年度比 63 件減）。

 ○相談・通報者の内訳は、介護支援専門員（ 28.0 ％）が最も多く、警察（ 25.9 ％）、

 家族・親族（ 8.5 ％） 、本人(8.2 ％)の順。

 ○虐待の種別は、身体的虐待（ 68.0 ％）が最も多く、心理的虐待（ 32.3 ％）、

 経済的虐待（ 17.9 ％）、介護等放棄（ 16.2 ％）、 性的虐待（ 0.6 ％）の順。

 ○虐待者の続柄は、息子（ 37.6 ％）が最も多く、夫（ 21.5 ％）、娘（ 20.1 ％）の順。



 ○ 被虐待者の68.4％が要介護認定を受けており、うち、認知症日常生活自立度Ⅱ以上が66.8％。
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令和５年度「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に
関する法律」に基づく対応状況等に関する調査結果（愛知県）



国マニュアル
「市町村・都道府県における高齢者虐待への
対応と養護者支援について（令和７年３月改
訂）」

掲載：厚生労働省HP内

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000200
478_00003.html

※ 都道府県、市町村等における高齢者虐待の未然防止、早期発見、迅速かつ
適切な対応及び再発防止に資することを目的に作成されているマニュアル
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ご清聴ありがとうございました。

愛知県福祉局高齢福祉課
生きがい・福祉医療グループ
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